
向日市商工会情報 
 

部  会  総  会  開  催 

工業部会、建設業部会、商業部会総会が開催さ

れ、下記の全議案が原案どおり承認、決定されま

した。 

 

◆工業部会（部会長：岡本 光三） 

 日 時：令和５年６月２３日 

 場 所：永守重信市民会館 

議 事：第１号議案 令和４年度事業報告について 

第２号議案 令和５年度事業計画（案）について 

 

◆建設業部会（部会長：木村 太志） 

 日 時：令和５年６月２４日 

 場 所：麒麟園 

議 事：第１号議案 令和４年度事業報告について 

第２号議案 令和５年度事業計画（案）について 

          

◆商業部会（部会長：嶋田 久司） 

 日 時：令和５年６月２９日 

場 所：麒麟園 

議 事：第１号議案 令和４年度事業報告について 

第２号議案 令和５年度事業計画（案）について 

京都補助金情報 Webについて 

 中小企業の支援メニューはたくさんありますが、

その中から、「今、自社がどのような制度を利用で

きるか」を見つけることは大変です。 

 「京都補助金情報Web」では、国や京都府、市町

村などの各種支援制度を網羅し、中小企業の皆さ

んをサポートしていますので、どうぞご活用くだ

さい。 

 詳細はこちらのQRコードを  

ご覧ください。 

 

地域経済動向調査「Ｄ.Ｉ」報告（１～３月） 

「D.I」とは、Diffusion Index（ディフュージョ

ン・インデックス：景気動向指数）の略で、現況

や先行きの見通し等についての定性的な判断を指

標として集計加工した指数であり、経済指標等に

おいて広く活用されているものです。 

市内事業所（３８社・所）よりアンケート回答・ヒ

アリングした景況調査の動向を指標化し「D.I」値

としています。 

 



たなばたまつり開催 

本年も「たなばたまつり」を開催いたします。 

この事業は、向日えきえきストリート、向日市竹

産業振興協議会、向日市商工会が共催して実施す

るものです。 

 地元小学校の児童の皆さんや団体有志他の皆さ

んによるご協力で、将来の願いや、思いを短冊に

書き込んで大きな竹笹に飾り付けを行います。 

◆実施期間 

６月２６日（月）～ ７月９日（日） 

◆開催場所 

 ・ＪＲ向日町駅前ロータリー 

 ・深田川橋公園前ポケットパーク 

 ・向陽小学校校門付近 

 ・五辻常夜灯ポケットパーク 

 ・イオンモール京都桂川 

 ・商工会館 

 ・向日えきえきストリート 

  各会員店舗 

 

青年部 “絆”感謝運動実施 

 本事業は、各地で発生した災害における復興支

援活動等でも改めて確認された青年部と地域との

「絆」について、再認識と感謝の機会を設けると

ともに、今後もその「絆」をさらに強化していく

こと等を目的に、毎年６月１０日（商工会の日）

に実施しています。 

当会青年部員は６月６日（火）に夜回り隊とし

て、向日市内の主要道路の防犯パトロール活動を

実施しました。 

 

令和５・６年度の競争入札等参加資格審査申請に係る随時受付について 

令和５・６年度を登録機関とする向日市の所掌

する建設工事、測量・建設コンサルタント業務等、

物品購入等及び委託業務(役務)に係る競争入札等

資格参加審査申請の随時受付を開始しております。 

１ 申請方法 

郵送受付のみ（簡易書留郵便等、配達記録の残

る方法に限ります。）申請書類等は

こちらのＱＲコードよりダウンロ

ードしてご提出ください。 

２ 受付期間 

（市内業者） 

 令和５年２月２８日（火）～令和７年２月１４日（金） 

（市外業者） 

令和５年６月１日(木)～令和７年２月１４日(金) 

３ 郵送先 

〒617-8665 向日市寺戸町中野２０番地 

向日市総務部総務課管財係 

電話 ０７５－８７４－１６２３ 

４ 申請種別 

(1) 建設工事 

(2) 測量・建設コンサルタント業務等 

(3) 物品購入等 

(4) 委託業務（役務） 

５ 資格の有効期限 

資格決定通知があった日から令和７年３月３１日まで 

 

中小企業退職金共済制度について 

独自に従業員の退職金制度を持つことが困難な

中小企業のための国の退職金制度です。安全、確

実、有利で手続きも簡単。 

企業の状況に応じて無理のない掛金（月額５千

円～３万円の範囲）を選択できます。（短時間労働

者は２千円から加入可） 

初めて中退共制度に加入する事業主に掛金の一

部（月掛金の１／２（従業員毎に上限５千円））を

加入後4か月目から1年間、国が助成します。 

詳細については、商工会事務局まで。 



ものづくり販路開拓支援補助金について 

向日市と向日市商工会では、ものづくり産業の

振興・活性化を図り、市内製造業者の売上向上を

支援するため、販路開拓に係る展示会・見本市・

商談会に出展する場合に、経費の一部を補助金で

支援します。 

＜申請受付期間、事業実施期間＞ 

項目 開始 終了 

受付期間 令和5年 7月3日 令和6年1月31日 

展示会等 

開催期間 

令和5年 7月3日 令和6年3月31日 

補助事業 

対象期間 

令和5年 4月 1日 令和6年3月31日 

実績報告書

提出期間 

事業終了後、1週間以内に 

 

＜申請対象者＞ 

向日市内で製造業を営む中小企業・小規模企業

（個人事業主を含む）が対象 

※製造業の範囲 

日本標準産業分類において製造業に分類 

される産業  
 

＜補助金額＞ 

区分 補助額 補助率 

中小企業者 １事業者あたり 

上限３０万円 

２分の１ 

小規模企業者 １事業者あたり 

上限３０万円 

３分の２ 

 

※詳細は商工会事務局までお問い合わせください。 

小規模事業者持続化補助金について 

持続化補助金は小規模事業者が行う販路開拓や

生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する

制度で、商工会のサポートを受けながら経営計画

書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が

決定された後、所定の補助が受けられます。 

○補助対象経費：機械装置購入、店舗改装、チラ

シ作成、ウェブ関連費用、など 

＜一般型＞ 

補助額：上限５０万円※共同申請可能 

補助率：２／３ 

＜賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠＞ 

補助額：上限２００万円※共同申請不可 

補助率：２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３／４） 

※インボイス特例の要件を満たしている場合は、

上記補助上限額に５０万円を上乗せ 

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の 

1/4 を上限とします。また、ウェブ関連費のみ

の申請はできません。 

＜申請締切＞ 

第 13回：2023年9月7日（木） 

※申請に必要となる事業支援計画書の発行は

2023年8月31日（木）まで 

※詳細はこちらのQRコードを 

ご覧ください。 

各種催事・出展（出店）等情報について  

 商工会には、各種団体よりイベント・展示会への

出展（出店）等の情報が提供されます。 

これらの情報を皆様の販路拡大や商品 PR のた

めにご活用頂けるよう、情報提供を希望される会

員事業所様を募集し、その希望者に対して情報を

提供しています。 

情報提供は、原則メールにて配信しております

が、メールをお持ちではない方につきましては、

FAXにて情報提供させて頂きます。 

但し、各案内の出店を希望されましても各催の

開催趣旨等から主催者側による出店の選定や審査

があり、ご希望に添えない場合もございますので

ご了承ください。 

ご不明な点や詳細等は事務局までお問い合わせ

下さい。 

※メール配信を希望される方はタイトルに『出

展登録申込（貴事業所名）』を記載の上、 

muko-sci@kyoto-fsci.or.jp（商工会事務局） 

までご返信お願いいたします。 

なお、FAX配信を希望される方については、資料

枚数が１０枚超となる場合を考慮し、催事の表題

のみを送信させていただきます。その上で、ご要

望のあるものについて詳細を送信させていただき

ます。 

 ●出展案内内容 例）百貨店での各種催事、 

展示会、物産展など 



「ＫＥＳ」を始めてみませんか 

ＫＥＳとは 

Ｋｙｏｔｏ(京都)Ｅｎｖｉｒ

ｏｎｍｅｎｔａｌ Ｍａｎａｇ

ｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ(環境

マネジメントシステム)Ｓｔａｎｄａｒｄ(スタン

ダード)  

京都議定書の発祥地、京都から発信された「環

境マネジメントシステム」の規格です。 

ＫＥＳでは、環境マネジメントシステムの国際

規格である「ＩＳＯ１４００１」の基本コンセプ

トをいかしつつ、シンプルなシステムを構築し、

低コスト化を図っています。また、各地域とも連

携し、全国規模で活動しています。 

 

ＫＥＳの３つの特色 

◆特色  その１ 

取得に掛かるコストが安く、分かりやすい。 

⇒企業や自治体・学校・家庭など、あらゆる規

模・業種の組織で取り組めます。 

◆特色 その２ 

段階的に取り組める二つのステップがある。 

⇒環境問題に取り組み始めた段階を想定した

ステップ１、将来「ＩＳＯ１４００１」の

認証取得を目指して取り組む段階で、「ＩＳ

Ｏ１４００１」と同じような要求項目を設

けたステップ２があります。 

◆特色 その３ 

「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進

する二つの新規格がある。 

⇒ステップ２ＳＲ（社会的責任）とステップ２

ＥＮ（エネルギーマネジメント）規格があ

ります。 

 

ＫＥＳ取得のメリット 

① 省エネ・省資源・リサイクルなどにより、 

コストダウンできる。 

② 環境にやさしい企業と認定され、取引等も 

有利になる。 

③ 企業の社会的責任の証明になる。 

④ 環境管理体系（ＰＤＣＡ）が経営管理にも応

用できる。 

⑤ 法規制順守に対応できる。 

⑥ 従業員の環境意識が高まる。 

ＫＥＳの審査登録をご希望される方は、ＫＥＳ環

境機構事務局までお問い合わせください。 

 

＜問合せ先＞ 特定非営利活動法人 ＫＥＳ環境機構 

電話 ０７５－３４２－１１７０ 

７月の予定表 

日   時 行 事 名 場   所 内     容 

７月３日（月） 

午後６時３０分～ 

令和5年度 

サービス部会総会 
麒麟園 

① 令和4年度事業報告について 

② 令和5年度事業計画（案）について 

（部会総会終了後に懇親会予定） 

７月４日（火）、１８日（火） 

午後１時～午後４時３０分 

（最終受付：午後４時迄） 

税務相談 
商工観光 

振興センター 

税理士が税務に関する相談に応じます。要事前連絡。 

担当：秋田  有宇子 税理士 相談無料・秘密厳守。 

毎週 月・木曜日 

午前９時～午後５時 

（１２時～１時は除く） 

専門家による 

経営相談 

商工観光 

振興センター 

中小企業診断士が経営相談等に対応いたします。 

事前予約必要。（相談時間約１時間） 

令和６年１月２９日（月）まで。 

女性部活動便り 

日 時 活動行事 場 所 

７月 ４日(火) １３：３０ 第４回 常任委員会 商工観光振興センター 

※常任委員会につきましては、オブザーバーとしてご参加していただくことも可能です。 


